
 

 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

４３４ ヘリコバクター・ピロリ菌除菌薬とＨ２ブロッカー【内服薬】の併用

投与について 

 

《令和７年１月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

ヘリコバクター・ピロリ胃炎に対するヘリコバクター・ピロリ菌除菌薬とＨ

２ブロッカー【内服薬】の併用投与は、原則として認められない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

ヘリコバクター・ピロリ感染の除菌については、一次除菌にクラリスロマイ

シン、アモキシシリン、ＰＰＩ、二次除菌にアモキシシリン、メトロニダゾー

ル、ＰＰＩが投与される。 

また、既に支払基金における審査の一般的な取扱いとして、「Ｈ２ブロッカ

ー（ガスター錠等）とプロトンポンプ・インヒビター（ＰＰＩ）（オメプラー

ル錠等）との併用投与は原則として認めない」としている。 

以上のことから、ヘリコバクター・ピロリ胃炎に対するヘリコバクター・ピ

ロリ菌除菌薬とＨ２ブロッカー【内服薬】の併用投与は原則として認められな

いと判断した。 
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